
福島市農林業振興基金提案事業募集要項（令和７年度２次募集分） 

 

 福島市農林業振興基金事業補助金の交付等の要綱に基づき下記のとおり募集を行う。 

 

１． 事業概要 

 補助金の交付対象事業は、福島市農業・農村振興計画の目指す姿である「次世代に向け

持続成長する農業」を実現するため、福島市農業・農村振興計画にある農林業の健全な発

展に資する10の施策に係る事業であって、地域の課題を解決するために必要な取り組み

とする。 

事業区分 補助率 補助上限 

単独事業 ２分の１以内 ３００万円 

国県等補助対象事業 
補助事業者負担分の 

２分の１以内 
事業費を基に予算の範囲内 

 

２．募集期間 

 令和７年６月９日から令和７年７月４日までとする。 

 

３．対象者 

 販売農業者３戸以上で構成された農業者団体又は３戸以上の農家から利用権の設定も

しくは農作業の委託を受けて農用地の利用集積を行う法人。 

 令和７年度１次募集で採択となった場合は除く。ただし、令和７年度１次募集で採択とな

った場合でも、構成員の過半数が異なる場合は対象者に含める。 

 なお、過去の募集で不採択となった場合、事業内容の見直しを行った場合は対象者に含

める。 

 

４．募集方法 

 補助を下記に記載の書類を福島市役所農業企画課農政企画係まで提出する。提出方法

は持参、郵送のほかメールでの提出も可能とする。 

（１） 福島市農林業振興基金提案事業 事業計画書 

（２） 導入する機器、設備等の見積書（２社分）及びカタログ等 

（３） 事業実施場所の位置図及び写真 

（４） ３戸以上の農業者から農地の利用権設定を受けていることが分かる書類 ※法人のみ 

（例：農地台帳の写しなど） 

（５） 国県等補助事業の内容が分かる書類 ※国県等補助対象事業のみ 

（例：補助事業資料、申請書など） 

 



５．交付決定までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

６．問い合わせ先 

〒９６０－８６０１ 福島市五老内町３番１号 福島市役所 農業企画課 農政企画係 

電話：０２４－５２５－３７２６  ＦＡＸ：０２４－５３３－２７２５ 

ＭＡＩＬ：nougyou-k@mail.city.fukushima.fukushima.jp 

提案事業募集 
福島市農業委員会 

区域協議会で評価 

福島市農林業振興基金 

事業選考委員会で評価 

採択事業決定 

採択通知発送 
補助金交付申請 補助金交付決定 


